
 

学習支援員 募集要項 p. 1 

令和 8 年度 学習支援員 募集要項 

所沢市教育委員会 

 所沢市教育委員会では、少人数指導など個に応じた指導の充実を図り、児童生徒の「確かな学力」を

はぐくむとともに、豊かな心やたくましく生きるための健康や体力を育成するために、教員免許を有する

人材を各小・中学校に「学習支援員」として配置しています。教員をサポートしながら子どもとの関わりに

意欲のある方を以下のとおり募集します。 

1 任用期間 

令和 8 年 4 月 1 日以降の任用開始日から令和 9 年 3 月 31 日 

採用後 1 箇月間は条件付き採用です。1 月の勤務日数が 15 日に満たない場合は、15 日を経過するま

で延長されます。 

 

2 勤務の場所 

所沢市立小・中学校 

 

3 勤務内容 

 各教科の指導補助並びに各教科、領域、総合的な学習の時間の授業における補助等  

 教材の作成補助、その他、学校の求めに応じた軽微な仕事等  

 

4 勤務条件 

勤務日  

 原則月曜～金曜の週 5 日勤務（行事等により土日勤務がある場合があります） 

 任用年度中１８９日を上限として勤務 

 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までは休み 

 

勤務時間  

 １日４時間（8：00～17：00 のうち校長が指定する時間帯。配置される学校により異なります） 

 時間外勤務及び休日勤務は無し 

 

報酬等  

・時間額 １，460 円以上（令和 7 年 10 月時点） 

地域手当を含んだ額で、本市における経験年数に応じて報酬額が決定します。 



 

学習支援員 募集要項 p. 2 

・諸手当等 

給与に係る条例、規則等の定めるところにより、通勤手当相当分が報酬として支給されます。 

また、一定の要件を満たす場合は期末手当・勤勉手当が支給されます。 

・休暇、休業 

年次有給休暇（任用期間や勤務日数、経験年数に応じて付与されます／年間最大 20 日）。 

その他に特別休暇、育児休業、介護休暇等、労働基準法及び市規則に基づき付与されます。 

 

服務規律  

会計年度任用職員は、以下の義務を負います。 

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ・信用失墜行為の禁止 ・秘密を守る義務 

・職務に専念する義務 ・政治的行為の制限 ・争議行為等の禁止 

秘密を守る義務は、任期中だけでなく退職後もその義務を負います。 

兼業は一定の基準の範囲で可能ですが、あらかじめ届出が必要となります。 

 

社会保険等  

・社会保険 

地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところにより加入となります。 

※本職種は健康保険・厚生年金・雇用保険へ加入します。 

・災害補償 

公務上の傷病については、労働者災害補償保険法又は所沢市議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例により補償されます。 

 

応募資格  

 学校教育に理解があり、子どもとの関わりに意欲があり、原則として、 

小学校または中学校の教員の免許を有している方(見込み含む／免許更新は不要) 

 「3 勤務内容」の業務が可能な方 

※年齢制限はありません。 

なお、地方公務員法第 16 条の規定に基づき、以下に該当する方は受験できません。 

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者  

 所沢市において懲戒免職の処分を受け、当該処分から 2 年を経過しない者 

 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条までに規定する罪を犯し刑

に処せられた者 

 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者  
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5 募集人員 

市立小・中学校に配置する程度の人数  

 

 

6 応募方法および応募締切 

所沢市ホームページ掲載の電子申請から下記期限までに申し込み。 

⚫ 新規の採用希望者…令和 7 年 11 月 6 日（木）17 時まで 

⚫ 現職の採用希望者…令和 7 年１０月 24 日（金）17 時まで 

※現職とは、現在学校教育課が任用する会計年度任用職員として学校で勤務している方を指します。 

現職の方は次年度の募集に申し込むことを必ず所属校の校長にご報告ください。 

二校配置の方は拠点校・配置校いずれの校長にもご報告をお願いいたします。 

 

 

7 選考（集団面接） 

下記の日程のうち指定された日時（面接は１組３０分程度） 

⚫ 新規の採用希望者…令和７年１１月 10 日（月）、21 日（金） 

⚫ 現職の採用希望者…令和７年１１月 11 日（火）、18 日（火）、19 日（水） 

 

面接日は 11 月初旬までに下記のとおり通知します。 

 新規の採用希望者…申請時のメールアドレスに連絡  

 現職の採用希望者…学校を通じて連絡 

日程変更が生じないよう、上記の面接候補日は予定をあけていただけますよう御協力お願いいたします。 

 

 

8 面接日の提出書類（面接日に持参） 

 教員免許状の写し 

 結果通知用封筒 1 枚（180 円切手を貼った角２サイズ／自分の住所・氏名を記入） 

 

  

↑電子申請  
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9 結果通知 

郵送によりお知らせします。（２月上旬を予定） 

 

10 兼業について 

 兼業は本市の業務を本務とし本市の業務に支障をきたさない範囲、かつ、兼業先との合計勤務時

間が１日８時間・週４０時間を超えない範囲で可能です。ただし、原則平日週５日勤務に入れる方を

募集します。 

 兼業をしようとするときは、あらかじめ兼業の届け出が必要です。 

 兼業の内容により禁止または制限があります。 

 

 

11 その他 

 任用の開始にあたっては、予算の可決・成立が条件となります。 

 採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 採用内定後、健康診断を受診していただきます（自費）。なお、過去 1 年以内に胸部Ｘ線撮影を含む

検査を行っている場合は、その結果の写しでも可とします。 

 

 

担当：学校教育課 指導担当 

（０４－２９９８－９２３８） 


